
■算定請求の要件
（平成20年3月５日　保医発第0305001号 官報:平成20年3月5日水曜日(号外第43号)）

リハビリテーション＜通則＞

 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、所定点数により算定する。（１）

 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第２節の所
定点数を合算した点数により算定する。

（２）

 リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復等を目的とする理学療法や、応用的動作能
力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法、言語聴覚能力の回復等を目的とした言語
聴覚療法等の治療法より構成され、いずれも実用的な日常生活における諸活動の実現を目的と
して行われるものである。

（１）

簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、個別に行う特
殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビ
リテーションとして準用が通知された算定法により算定する。

（３）

心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテー
ション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分
１つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医
学的に判断される場合であって、患者１人につき１日６単位（別に厚生労働大臣が定める患者に
ついては１日９単位）に限り算定できるものとする。

（４）

区分番号Ｊ１１７に掲げる鋼線等による直達牽引（２日目以降。観血的に行った場合の手技料を
含む。）、区分番号Ｊ１１８に掲げる介達牽引、区分番号Ｊ１１８ｰ２に掲げる矯正固定、区分番号
Ｊ１１８ｰ３に掲げる変形機械矯正術、区分番号Ｊ１１９に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号Ｊ１
１９ｰ２に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号Ｊ１１９ｰ３に掲げる低出力レーザー照射及
び区分番号Ｊ１１９ｰ４に掲げる肛門処置を併せて行った場合は、心大血管疾患リハビリテーシ
ョン料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテー
ション料又は集団コミュニケーション療法料の所定点数に含まれるものとする。

（５）

区分番号Ｂ００１の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管
疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又
は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は、算定しない。

（６）

リハビリテーションは、適切な計画のもとに行われるものであり、その効果を定期的に評価し、そ
れに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。

（７）

 各区分におけるリハビリテーションの実施に当たっては、全ての患者の機能訓練の内容の要点
及び実施時刻（開始時刻と終了時刻）の記録を診療録等へ記載すること。

（２）

一般事項

 疾患別リハビリテーション料に掲げるリハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な
機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21から別紙様式21の３までを参考にした
リハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、リハビリテーションの開始時及びそ
の後３か月に１回以上患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録に
その要点を記載すること。

（３）
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